
耐震改修の計画の認定 添付図書一覧表 

（法第 17条第３項第３号に掲げる基準に適合するものとして認定を受ける場合） 

 

□ 耐震関係規定に適合するものとして認定を受

ける場合 

□ 国土交通大臣が定める基準に適合するもの

として認定を受ける場合 

 □ 第５号様式  □ 第５号様式 

 □ 付近見取図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 第６号様式 

(木造の構造部分を有する建築物) 

 □ 配置図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示） 

 □ 耐震改修計画の評価書 

 □ 各階平面図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 

 □ 基礎伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 各階床伏図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 小屋伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造詳細図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造計算書 (高さ 60ｍ以下の場合) 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 建築基準法第 20 条第１号の認定に係る認

定書の写し (高さ 60ｍを超える場合) 

□ 第７号様式 

□ 建築確認申請に必要な図書 (建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号イ及びロ) 

□ 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書又は同法第 18 条第２項の規定による通知に要

する通知書 （法第 17 条第 10 項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものとし

て認定を受ける場合） 

□ 委任状 (代理人が申請手続きを行う場合) 

（建築基準法第 93条の規定は確認申請又は計画通知を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

（建築基準法第 93条の２の規定は確認申請を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

 

※上記以外にも図書の提出を求めることがあります。 

 

  



耐震改修の計画の認定 添付図書一覧表 

（法第 17条第３項第４号に掲げる基準に適合するものとして認定を受ける場合） 

 

□ 耐震関係規定に適合するものとして認定を受

ける場合 

□ 国土交通大臣が定める基準に適合するもの

として認定を受ける場合 

 □ 第５号様式  □ 第５号様式 

 □ 付近見取図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 第６号様式 

(木造の構造部分を有する建築物) 

 □ 配置図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示） 

 □ 耐震改修計画の評価書 

□ その他所管行政庁が必要と認める図書 

 □ 各階平面図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 付近見取図 

□ 配置図 

 □ 基礎伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 

 □ 各階床伏図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 小屋伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造詳細図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造計算書 (高さ 60ｍ以下の場合) 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 建築基準法第 20 条第１号の認定に係る認

定書の写し (高さ 60ｍを超える場合) 

□ 第８号様式 

□ 各階平面図 (規則第 28 条第４項に定める事項を明示) 

□ 構造詳細図 (規則第 28 条第４項に定める事項を明示) 

□ 構造計算書 (規則第 28 条第４項に定める事項を明示) 

□ 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書又は同法第 18 条第２項の規定による通知に要

する通知書 （法第 17 条第 10 項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものとし

て認定を受ける場合） 

□ 委任状 (代理人が申請手続きを行う場合) 

（建築基準法第 93条の規定は確認申請又は計画通知を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

（建築基準法第 93条の２の規定は確認申請を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

 

※上記以外にも図書の提出を求めることがあります。 

  



耐震改修の計画の認定 添付図書一覧表 

（法第 17条第３項第５号に掲げる基準に適合するものとして認定を受ける場合） 

 

□ 耐震関係規定に適合するものとして認定を受

ける場合 

□ 国土交通大臣が定める基準に適合するもの

として認定を受ける場合 

 □ 第５号様式  □ 第５号様式 

 □ 付近見取図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 第６号様式 

(木造の構造部分を有する建築物) 

 □ 配置図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示） 

 □ 耐震改修計画の評価書 

 □ 各階平面図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 

 □ 基礎伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 各階床伏図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 小屋伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造詳細図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造計算書 (高さ 60ｍ以下の場合) 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 建築基準法第 20 条第１号の認定に係る認

定書の写し (高さ 60ｍを超える場合) 

□ 第９号様式 

□ 建築確認申請に必要な図書 (建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号イ及びロ) 

□ 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書又は同法第 18 条第２項の規定による通知に要

する通知書 （法第 17 条第 10 項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものとし

て認定を受ける場合） 

□ 委任状 (代理人が申請手続きを行う場合) 

（建築基準法第 93条の規定は確認申請又は計画通知を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

（建築基準法第 93条の２の規定は確認申請を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

 

※上記以外にも図書の提出を求めることがあります。 

 

  



耐震改修の計画の認定 添付図書一覧表 

（法第 17条第３項第６号に掲げる基準に適合するものとして認定を受ける場合） 

 

□ 耐震関係規定に適合するものとして認定を受

ける場合 

□ 国土交通大臣が定める基準に適合するもの

として認定を受ける場合 

 □ 第５号様式  □ 第５号様式 

 □ 付近見取図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 第６号様式 

(木造の構造部分を有する建築物) 

 □ 配置図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示） 

 □ 耐震改修計画の評価書 

 □ 各階平面図 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 

 □ 基礎伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 各階床伏図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 小屋伏図   

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造詳細図  

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 構造計算書 (高さ 60ｍ以下の場合) 

(規則第 28 条第１項に定める事項を明示) 

 □ 建築基準法第 20 条第１号の認定に係る認

定書の写し (高さ 60ｍを超える場合) 

□ 第 10 号様式 

□ 建築確認申請に必要な図書 (建築基準法施行規則第１条の３第１項第１号イ及びロ) 

□ 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書又は同法第 18 条第２項の規定による通知に要

する通知書 （法第 17 条第 10 項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものとし

て認定を受ける場合） 

□ 委任状 (代理人が申請手続きを行う場合) 

（建築基準法第 93条の規定は確認申請又は計画通知を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

（建築基準法第 93条の２の規定は確認申請を要する建築物の計画を認定する場合に準用） 

 

※上記以外にも図書の提出を求めることがあります。 

 


